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定に基づく通知に係る」を加え・同ぢ・を同条第171弓-と，

し，条第169号中「第7条の3第2項の規定による.I

を「弟7条の3柘1項の規定に基づく申請父は同法第| 8

条第17項の規定に基づく通知に係る」に改め，「基づく」

の次に「申硝艾は同法第18粂第11項の規定に基づく通知|
に係る」を加え、同七-を同条第170号とし，同条第ISSv

中「基づく Jの次にf申請父は第条第14項の規定に堪I
づく通知に係る」を加え.同号を同条第169号とし，卜1|
条第167号の次に次の1号を加える。

1168)建集基準法祐6条第1項の規定に基づく確迂

申菊又は伺法第18粂椿'1項の規定に基づく通知に保

る計Sに同法第fi秦第5項の槙遼計#逢合性利定を

求めることとされる建樂物又は建寨物の部分 く以ド,

この号においで「利定建築物」という。）が含まれ!
る場合における河粂第|項の規定に基づく確認申錆'

父は同法第1S条弟2項の規定に基づく通知に対する|
  *を|
ア判定建築物に係る構造計算が国土交遇大臣が定

めた方法によるとき,：

I件につき W号に規定する額にIW定建¥物に

つき次に掲げる判定建築物の区分に

  応じ次に規定する額を加えた鎮I

げ|床面播の合計が1.⑻0平方メートル以内の利i

  定建築物159.000円I
  |イ:床面積の合計が1.000平方メトルを®えiooo

  平方メー トル以内の判定建築物2U,GM円

|ゥ！床面積の合計が2.000平方メートルを超え|
lf!.000平方メー トル以内の利定建寨物241000円'

二1床面精の合計が10・000平方メートルを超え|
0⑻平方メー トル以内の科定述築物 321.00OPJ |

'寸！床面精の合計が於000乎方メートルを超える：

  利定建築物5M.0M円

イ利定建築物に係る梢造計算が国土交通大臣の認

定を受けたブQグラムによるとき。

1件につき前号に規定する頓に1押定建築物

につき次に掲げる判定建®物の区

分に応じ次に規定する類を加えた

額

in床面積の合計が1.〇（町平方メー トル以内の利

   定 ifi 築物110.00OPJ |
Iり床面積の合計がl.OOfr乎方メートルを超え2.⑽0 I

  平方メートル以内の訝定建築物n7.M0Pl'
け1床面積の合計が2.000¥方メートルを超えLO.OOO |
  平方メートル以内の判定逮寨物150.0001*1

Iエ）床面積の合計が10,000平方メートルを超え

50.000平方メートル以内の利定建築物

IflG,000円

lil床而積の合計が・WI00平方メートルを超える

  利定迅M物322.0GO円

弟5条中「弟2粂第2狀号」を「第3粂第239号」に改

めるn

附則

この粂例は、平成19年6月20日までの問において規則

で定めるHから施行する。ただし.第2条第G号及び染

8 Vの改正規足は、同月4 Hから施行する。

HI崎市公害防止等生活環境の保全に開する粂阿の-部

を改正する条例をここに公布する。

平成19牟ス320R

川崎作艮阿郎孝夫

川崎市条例第U号

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する康:岡の

-部を改正する条岡

川崎市公害防止等生活環境の保全に閃する条例(乎成

11年川崎占条例第5(1号・>の一部を次のように改正するa

W次中「第!31条」を「第31条の:Nに改める。

箭S8粂中「杉薄」の次に[(以下「地盤の沈下等」ヒ

いう。）』を加え、同条の次に次の11条を加える。

(地丁木の掛水に係る許可！

第S8条の・の亭業所に没?？される動力を用いて地下

水を掲水するための施没（以下「楊水施設」という。、

[こより地下水を揚水しようとする事業若（®89条の規

定による届出をした者を含む。）は、次の&号のいず

れかに該当する場合は・あらかじめ、市畏の許可を受

けなければならない。

山揭水摘の吐出口の断面相の合計[揚水施設が2以'

上ある場合は、それらの楊水樺の吐出口の断面積の

合計。以下同じ。）が6平方センチメートルを超え

る楊水施設により揚水しようとする場合

'r'揚水しようヒする地下水のi (揚水施設が2以上

ある場合は，それらにより揚水しようとする地下水

のitの合北。以下「揭水*」という。）が，I月間

を平均し1日当たり50立方メートル以上である場合

2前項の許可を受けようとする若は、次に招げる事項

について記裁した會篇を市Kに提出しなければならな

いり

：H氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，そ

の代衣者の氏名

⑴揚水施段の設置場所

⑶地ド水の用途

・!：ストレーナーの位腔

⑴楢水機の吐出口の断面枡の合計

ifi;1月間を乎均した1B当たりの最大揚水量

―15 -
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⑴その他規則で定める事項

(許町の堆準）

第朋条の3市疑は.前条第！項の許可の申請に係る同

条染2項弟イサ及び第5号に掲げる事項が規則で定め

る基卒に遍合していると認めるときでなければ、岡粂

帶1項の杵可を与えてはならない。ただし，次の各号

のいずれかに該当すると市疫が認める場合は，この障

りでない，

!い災害時にける必要な桔置として地下衣を掲水し

ようとするとき.，

山規則で定める用途に供する地下水を播水しようと

する楊什で，他の水源をもって地ド水に代えること

が苦しく困・であるとき。

C許町の条件）

第8R条の1市掻は，第8S条の2酢1項の杵町には・地

番のitf等を防止するため、必要な限度において.粂

件を付することか*できる。

<開始の届出）

第明条の5 拓88条の2第i盾の許可を受けた事集者

mド「昨町播水者」という。）fi,当該許可に係る揭

水施設（以下「許可掛水施没」という。）により、地

下水の播水を開始したときは・そのUから起算して15

日以内に・その&を市長に届け出なければならない。

(変更の杵可）

第88条の6許町揚氷者は・®88条の2第2項第2号か

ら第fi号までに掲げる事項を変更しようとするときは，

その内容を記Kした#類を市畏に提出し，その許可を

受けた後でなければ当該許町に係る変更をしてはなら

ない。

2前項の許可を受けた昧可揭水若は・当該許呵に係る

変更をしたときは・そのBから起算して15日以内に.

その旨をHf艮に届け出なければならない。

3酌1項の許町を全けた許町揚木者は、ガ該許可に係

る変更を中1ししたときは・そのHから起算して3(3□以

内に・その皆を市民に届け出なければならないD

4 第8S条の:1及び第88条の4の規定は、第1項の許可

について準用する。

(変更の屈出1

第88条の7許町播木者は、第朋条のZ第2項桁1号又

は妨7冷に掲げる¢項について変更があったときは，

そのHから起算して30日以内に、その旨を市疫に屈け

出なけれぱならない。

2許可描水#は・前条®]項の規定にかかわらず，第

R8条の2弟2項第5号又は窮6什に掲げる事項の変更

により・向条第I項甚号のいずれにも該当しなくなっ

たときは，当該変史をしたHから起粹して30□以内に・

その旨を市長に柘け出なければならない。

3前項の規定による届出をした許可推水者は、第89粂

の規定による届出をしたものとみなす。

¢承継>

第88粂のS 許可揚水者から杵可揚水施設の全郤を讓り

受け・又は借り受けた事柔者は、当該許ii了楊水者の地

位を承継する。

2許_4揉水者について相S,合酢又は分刺（当該許可

揚水掩設の全部を承從させるものに限る。）があった

ヒきは、相続尺、合併後存統する法人若しくは合供に

より役立した法人又は分割により当該許可描水施挽を

承從した法人は、当該許町操水者の地位を承継する。

3前2項の規定により(fr可播水者の地Eを承播した事

是者は・その承購があった日から起算!<て加□以内に・

その旨を市長に届け出なければならない:，

(播水の収りやめの届出）

第88染の9 昨町揚水看は、地下水の描水を取りやめた

ときは・その口から起算して30fJ以内に・その旨を市

畏に届け出なければならない。

¢許町の失効）

第8S条の10第88粂の7第2項又は前条の現定による届

出があったときは、第S8条の2染1項の杵可は，その

効力を央う。第SS条のS第3項の規定による届出があっ

た堪合の同条窮1項の許可について向様とする。

(許町の取消し>

第88条の11市長は、許灯揚水者が次の各号のいずれか

に該当するときは・第朋条の2第1垣又は第88条の6

第]項の許町を取り消すことができるQ

⑴詐欺その他不正な手段により，浪88条の2第i項

又は第88条のG第1項の許可を受けたとき、

m第31粂第2項の規定による命令に違反したとき。

⑶第朋条の2第1項の許叶に係る地下水の揚水を許

可の日から起算してI年以内に開始せず・父はI年

以上引き続き休止している場合で、当該揚水を|¢!始

し、父は再聞する鼠込みがないとき。

(貯町通反に対する措匿命令>

第88条の12市長は、第88条の2第1項又は第B8条の6

第1項の許町を受けることなく地下水を提水する事業

者に対し・楊水量の滅少父は地下水の損水の停止を命

ずることができる。

第89条を次のように改める。

(地下水の褐水に係る届出）

弟S9条描水施設により地下水を楊水しようとする爭業

者（第S8条の2第1項の許可を受けなければならない

事業者を除く。>は・揚水を問始する日の301]前まで

に，次に掲げる単項をifi畏iこ届け出なければならない、

（[；氏名又は名称及び住所途びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

一16 --
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i!)楊水施設の設g場所

:3]地下水の用途

川ストレーナーの位牌

⑶楊水掟の吐出口の断面積の合・討

IC11月問を平均した1日当たりの通大揚水兒

⑴揚水開始の予定年川日

⑴その池規則で定める事項

第89条の次に次の2条を加える、

¢変更の届出>

第89条の2前条の規定による届出をした行¢以f「届

出播水者」という、）は・做粂各号に掲げる-!%項につ

いて変更があったとき¢第88条の2第1項の許可を要

するときを除く 3)は.そのBから起算して洲日以内

に，その旨を市畏に届け出なければならない，

{衝用）

弟89条の3 第88条の8及ぴ!(S8S条の9の規定は、姑出

揚水者について準用する。この場合において.これら

の規定中「許吋摘水者」とあるのは「届出楊水者」と，

「許可楊水施没」とあるのは「第邪条の規定による届

出に拓る揚水施設Jと筑み曹えるものとする。

第90粂及び弟31条を̂:のように改める。

(摘水した地!水の景の測定等）

第90条辟可模水者は・規朗で定めるところにより.

揚水した埴）'水の&及び地下水の水位を・定し、その

結果を記録するとともに.保存し、及び市長に報告し

なけれ・ばならない。

2 届出揭水名-は、規則で宅めるところにより、揚水し

た也下水のaを測定し.その結果を記録するとともに，

保存し・及び市提に報告しなければならないr,

(勧告及び命令）

班9]粂市長は，地下水の掲水による境盤の沈下等を

防ilする必要があると認めるときは，揚永施投により

地下水を揚水する事業者に対し、期限を定めて、祖水

量の減少、地下水の播水の停止その他必更な楢算をと

るペきことを勧哲することができる。

2市長は、前項の規定による勧告を受けた事粟者がそ

の勧告に従わないときは・当該事策者に対し.掛水量

の減少、地下水の掲水の淨止その他必笑な猪Eをとる

べきことを命ずることができる。

第8阜第2節中第91条の次に次の]条を如える。

(適用除外i

弟91条の2祐S8条の:!から前条までの規定は、温泉法

(昭和23牢法律第1251)による温泉の採取又はエ繁用

水法{昭和3]年法律第146号）によるエ栗の用に供す

る地下水の採取については・適用しないfl

第131条第2号中f父は第56条第3項」を「，第56条

弟3頂又は第91粂乾2項」に改める，

第1.34条第iけ中「・第64条の2第1項苦しくは第2

項又は第83粂第|頂Jを「又は第M条の2第1頂若しく

は第2項」に改め，同条第2号中「又は第̂条第5祖」

をf,第5]粂第5項又は第88条の12jに改める。

第i35条諮1ぢ-中「又は第89条弟2項若しくは窮3項」

を「、第Sf{条の5.第88条の6第2項若しくば第3項・

敦枇条の7第]項若しくは第2項，第S8条の8第3輔

しく i±第88条の9 (これらの規定を染B9条の3において

準用する場合を含む、）、努的条又は第R9条の2Jに改め・

同条に次の1¥・を加える。

⑷第90粂第1項又は第2項の規定による記録をせず、

保存をせず，報告をせず.虚偽の記録をし，又は虚

偽の報告をした者

阿則

(施行期日）

1この条例は，平成19年10月]日から施行する。

(経遇楢置）

2この粂例の掩行の際現に改正前の条例（以下「旧粂

例」という第S&条第I項若しくは第Z項の規足に

よる届出をしている者（以下「旧条例の届出若]とい

う。）又は同条第1項に規定する地下水の楊水以外の

地下水の揚水をしている若で、改正後の条例（以下

「新条柄」という、）第38条の2第】項の貯可を要する

學粟者に該当するものについては，同項の許可を受け

たGのとみなす。

S前項の規定により新条例第88条の2弟I項の許町を

受けた（，のとみなされた者（以ド「従前の揚水者」と

いう。）U日粂例の届出者を除く。）は、この粂例の施

行のa (以f「施行k」という。> から起算して1年

以内（当該期間内に新条第助条の6第1項の規定に

よる変更の許町の申訥をする場合にあっては，当該申

諸をする日まで> に，規則で定める事項を市-艮に届け

出なければならない。

4 従前の揚水者（旧条例の届出者を除く。）が，iim

の朗崗内に同項の規定による届出をしなかった場合は・

当該期問経®時において.当該地下水の揚水に係る新

条例第88条の2第1項の許・町は，取り消されなbのと
みなす。

5従前の揚水者（旧条例の届出者を除く。）について

は，新条例箱M粂第1項の規定は，施行3から超算し

て]年恥（当該期間内に新条例第S8条の6第1攻の計

可を受け・当該許可に係る変更をした場合にあっては、

その変更の時まて-の問）は、a用しない。

6從前の揭水者について・祈条例箱88条のG第1項の

規定による変更の許呵の申請がある場合における当該

許可の基準は，陶条第4項において準用する新条例第

S8-染の3の規定にかかわらず，規則で定めるところに
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よる|3

7この粂例の施行の際現に新条例第89条の規定による

届出を要する事業名（以卜「小規模無届揚水者」とい

う。）（こ該当するものについては、施行Hから起算し

て]年以内に、規則で定める事項を市長に居け出なけ

ればならない。

S 前項の規定による妬出は、新条例第89条の2並びに

新条例第89粂め3において準用する新粂例第88条の8

及び第88条の9の規定の適用については，新条例第39

粂の規定による屈出とみな十。

9附則第7項の規定による届出をせず，又は虚偽の届

出をした者は、H1万円以ドのIR金に処する。

10法人の代表者父は法人若しくは人の代理人・使用人

その懲の民業者が・その法人父は人の®務に関し・前

項の違反行為をしたときは，行為行を窮するはか、そ

の法人又は人に対して向項のfi金刑を科する。

II小規模*届播水者については・新粂例第M粂第2項

の規定は.tt行flから起算して1年囃は・適用しないa

12この粂例の施行前にHI条例の規定Eこより行うことと

されている届出及び報告であって、この条Mの施行の

際現に行われていないものについては、なお従前の例

による0

13この条例のtt行前にLた行為及びこの酎與において

なお逆前の列によることとされる場合における施行日

以後にした行為に対する的削の適用については，なお

従曲の例による，

(検討）

M市長は，この条例の施行後適当な時期において・析

条例の施行の状況を勘案し・必要があると認めるとき

は，新条例に規定する地下水の描水に閲する規制につ

いて検討を加え.その結果に¢づいて必要な措置を購

ずる¢)のとする，

川崎市食育推進会越条例をここに公布する。

平成19年3月20B

川崎Tli及阿部孝夫

川崎市条例M13号

川崎市食育推進会讓条押

(設W

第]条食育基本法（平成17年法微狼63迂。以下「法」

という口）第33粂第1項の規定に基づき・llf解市食育

推進会議（以下「推進金讓」という。）を段置する。

¢所掌事務）

第2灸推進会議の所竿事務は・次のとおりとする。

III法第18粂第1項の規定によ*)川崎市食育推M計画

を作成し、及びその戈施を推進すること。

⑴前をに褐げるもののほか、本市の区域における食

TTの椎進に関する電要事項にっいて審議し，及び食

竹の推進に関する施策の実施を推進すること，

¢織）

第3条椎進会謎i±、会畏及び委貝13人以内をもって紐

俄する.・.

第4粂会抉は，市畏をもって充てる。

2会畏は・会務を稔理し、推進会謎を代表する。

3金屁に事故があるときは、あらかじめその指名する

委段がそのW務を代理する。

(委於）

第5条恣貝は・次に掲げる者のうちから、市拉が委嘱

する。

Hi学ft経験行

U!食育の椎進に関係する団体の役ft父(iteW

!31椎進会繊の委員に応娶した者

1委0の任斯は.2年とする。ただし.袖欠の委Wの

汗期は、前任者の残任期聞とする。

3 委段は・再任されることができる〇

(公攘）

第(5粂推進会議は会長が招集し，会狡はその&通の議

畏となる。

2撤進会謳は、委Mの竿数以上が出席しなければ、会

議を囲 くことができない。

3推進会讓の議事は.出席した委肩の遇半数をもって

決し.町否同数のときは、議畏の決するところによる。

(部会）

妨7粂椎進会議は.必要に応じ部会を胱くことができ

 る，

'1 部会に属すべき委員は，会長が推進会讓に諮って指

ちする〇

3部会に部会畏を匿き，部会に属する委尚の:江選によ

り定める。

部会畏は，部会の事務を掌理する6

5部会畏に事故があるときは，部会に棋する委0Wう

ちから部会畏があらかじめ指名する者がその職務を代

理する。

 β 郎会の会議については、前条の規定を準川する〇

(庶務i

第S条推進会課の庶務は、俺康福祉城において処理す

る.

(委任）

第り粂この条例に定めるもののtまか，推進会讀の運営

に関し必要な事項は、会長が推進会課に諮って定める。

附則

この粂例は・平成19年4月I日から施行する。
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